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令和３年度における最低賃金基礎調査の概要 

 

１ 調査の概要 

この調査は、北海道地方最低賃金審議会において最低賃金の改定等の審議に資するため、北海道に

おける賃金実態を的確に把握することを目的として、北海道労働局が通信の方法により実施した。 

 

２ 調査対象産業 

 

調査対象産業 

 

調 査 対 象 事 業 所 

 

調 査 対 象 労 働 者 

 

処理牛乳・乳飲料製造業 

乳製品製造業 

糖類製造業 

Ｅ０９１３ 

Ｅ０９１４ 

Ｅ０９５ 

処理牛乳・乳飲料、乳製品、

糖類製造業 

製鉄業 

製鋼・製鋼圧延業 

製鋼を行わない鋼材製造業 

表面処理鋼材製造業 

Ｅ ２２１ 

Ｅ ２２２ 

Ｅ ２２３ 

Ｅ ２２４ 

鉄鋼業 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 

民生用電気機械器具製造業 

電池製造業 

電子応用計測器製造業 

電気計測器製造業 

その他の電気機械器具製造業 

情報通信機械器具製造業 

Ｅ ２８ 

Ｅ ２９３ 

Ｅ ２９５ 

Ｅ ２９６ 

Ｅ ２９７〔Ｅ2973除く〕 

Ｅ ２９９ 

Ｅ ３０ 

電子部品・デバイス・電子回

路、電気機械器具情報通信機

械器具製造業 

船舶製造・修理業（木造船・木製漁船除く） 

船体ブロック製造業 

Ｅ ３１３１ 

Ｅ ３１３２ 

船舶製造・修理業 

船体ブロック製造業 

 

３ 調査事業所規模分類及び対象労働者数 

   常用労働者１人～９人（規模１）・・・調査対象は全労働者。 

常用労働者１０～２９人（規模２）・・・調査対象は全労働者。 

常用労働者３０人～９９人（規模３）・・・調査対象は全労働者の１／２抽出。 

常用労働者１００人～２９９人（規模４）・・・調査対象は全労働者の１／５抽出。 

常用労働者３００人以上（規模４）・・・調査対象は全労働者の１／６抽出。 

 



４ 調査回答事業所数及び労働者 

処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業        ５７事業所    ２，４５２人 

鉄鋼業                        ９事業所    １，９４１人 

電子部品等、電気機器、情報通信機器製造業      ４７事業所    ４，３２２人 

船舶製造・修理業、船体ブロック製造業        ３６事業所      ４９６人 

合 計                      １４９事業所    ９，２１１人 

 

５ 調査事項 

（１）事業所に関しては、名称、所在地、主要な生産品の名称又は事業の内容、労働者数を調査した。 

（２）労働者に関しては、性、年齢、勤続年数、就業形態、職種又は仕事の内容、賃金形態、基本給、

精皆勤手当、通勤手当、家族手当、その他の手当、月間所定労働日数、１日の所定労働時間数を調

査した。 

 

６ 調査期日 

年齢等一定の時期における事項は、令和３年６月１日現在とした。また、賃金、労働日数等一定の

期間における事項は、令和３年６月分を調査した。 

 

７ 調査結果 

（１）表象区分等 

イ 総括表（１）：産業、規模、地域、及び年齢別累積労働者賃金分布表 

ロ 総括表（２）：産業、性別及び年齢別累積労働者賃金分布表 

 

（２）時間当たり所定内賃金額 

所定内賃金額から、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当の３手当（最低賃金の算定に算入しない）

を除いた額を所定労働時間１時間当たりに換算した。 

 

（３）地域区分 

道央、道南、道北及び道東の４地区に区分した。 



金　額 前年比 金　額 前年比 金　額 前年比 金　額 前年比

(円） (円） (円） (円） (円） (円） (円） (円）

952 2 1,020 24 1,130 0 1,300 -3

　 　１～　９人 872 -128 980 -43 1,094 -49 1,346 9

　 規模別 １０～２９人 990 52 1,056 94 1,143 63 1,300 83

３０～９９人 970 17 1,024 -31 1,127 -58 1,281 -243

道央地区 0 0 0 0

道南地区 967 29 1,020 20 1,125 34 1,245 53

全 道北地区 1,043 91 1,076 51 1,209 -30 1,445 -78

道東地区 904 -46 996 23 1,154 5 1,427 62

１７歳以下 0 0 0 0 0 0 0 0

１８～１９歳 854 -98 854 -98 854 -99 866 -96

労 ２０～５４歳 967 27 1,024 30 1,140 10 1,290 0

５５～５９歳 872 -124 996 -4 1,313 74 1,563 105

６０～６４歳 1,000 0 1,031 -40 1,096 2 1,304 -61

６５歳以上 0 0 0 0

計 1,000 38 1,040 15 1,143 -2 1,319 -13

働 １７歳以下 0 0 0 0 0 0 0 0

１８～１９歳 854 -98 854 -98 854 -98 866 -96

２０～５４歳 1,010 40 1,043 18 1,143 -7 1,299 -6

５５～５９歳 1,130 0 1,130 -109 1,404 54 1,667 164

者 ６０～６４歳 1,031 -55 1,034 -57 1,096 -104 1,330 -35

６５歳以上 0 0 0 0

計 870 -15 872 -48 980 -16 1,167 144

１７歳以下 0 0 0 0 0 0 0 0

１８～１９歳 0 -962 0 -962 0 -962 0 -962

２０～５４歳 870 -15 904 19 980 18 1,167 144

５５～５９歳 870 -126 870 -126 872 -124 996 -4

６０～６４歳 1,000 0 1,000 0 1,154 154 1,304 233

６５歳以上 0 0 0 0

　第１・２０分位数：全体の２０分の１の順位（５％）に当るものが、第１・２０分位数。

　第１・１０分位数：全体の１０分の１の順位（１０％）に当るものが、第１・１０分位数。

　第１・　４分位数：全体の４分の１の順位（２５％）に当るものが、第１・４分位数。

　中　　 位　　 数：全体の２分の１の順位（中央）に当るものが、中位数。

　 　未　　 満　 　率：最低賃金を改正する前に、最低賃金を下回っている労働者割合。

　影　　 響　　 率：最低賃金を改正した後に、最低賃金を下回ることとなる労働者割合。

女　性

［解　説］

地域別

年齢別

男　性

合　　計

令和3年度最低賃金基礎調査概要（船舶製造・修理業、船体ブロック製造業）

時間額：889円

第１・二十分位数 第１・十分位数 第１・四分位数 中位数

matsuom
フリーテキスト
30人以上



全労働者 全労働者

1円 （890円） 3.053% 29円 （918円） 3.817%

2円 （891円） 3.053% 30円 （919円） 3.817%

3円 （892円） 3.053% 35円 （924円） 3.817%

4円 （893円） 3.053% 40円 （929円） 3.817%

5円 （894円） 3.053% 45円 （934円） 3.817%

6円 （895円） 3.053% 50円 （939円） 3.817%

7円 （896円） 3.053% 55円 （944円） 4.122%

8円 （897円） 3.053% 60円 （949円） 4.504%

9円 （898円） 3.053% 65円 （954円） 4.809%

10円 （899円） 3.053% 70円 （959円） 5.095%

11円 （900円） 3.053% 75円 （964円） 5.305%

12円 （901円） 3.130% 80円 （969円） 5.496%

13円 （902円） 3.206% 85円 （974円） 5.687%

14円 （903円） 3.282% 90円 （979円） 5.878%

15円 （904円） 3.359% 95円 （984円） 6.145%

16円 （905円） 3.435% 100円 （989円） 6.431%

17円 （906円） 3.512% 101円 （990円） 6.489%

18円 （907円） 3.588% 102円 （991円） 6.565%

19円 （908円） 3.664% 103円 （992円） 6.641%

20円 （909円） 3.741% 104円 （993円） 6.718%

21円 （910円） 3.817% 105円 （994円） 6.794%

22円 （911円） 3.817%

23円 （912円） 3.817%

24円 （913円） 3.817%

25円 （914円） 3.817%

26円 （915円） 3.817%

27円 （916円） 3.817%

28円 （917円） 3.817%

　　　　　　　　　　　　　　※(　)は前年度

船舶製造・修理業、船体ブロック製造業製造業
最低賃金影響率一覧（現行889円）

最賃未満率：全労働者　3.053 ％　( 0.643 ％)



総括表（１）（産業・就業形態別の賃金額階級別、規模別、地域別、年齢別表）

03年 総括表（１） 889円 産業：船舶（明細13） 就業形態：一般+パート 産別適用除外除く

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 道央 道南 道北 道東 １７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

524 134 143 248 296 64 164 6 429 42 47

円 2 2 2 2

- 849 (0.3) (1.2) (0.5) (0.4)

4 2 2 2 2 2 2

850 - 859 (0.7) (1.2) (0.8) (0.5) (1.2) (33.3) (0.4)

7 3 4 3 4 4 3

860 - 869 (1.4) (2.4) (1.6) (1.1) (2.4) (66.7) (0.8)

16 8 2 6 8 8 4 8 3

870 - 879 (3.0) (6.2) (1.1) (2.4) (2.7) (4.8) (66.7) (1.9) (8.2)

16 8 2 6 8 8 4 8 3

880 - 889 (3.0) (6.2) (1.1) (2.4) (2.7) (4.8) (66.7) (1.9) (8.2)

16 8 2 6 8 8 4 8 3

890 - 899 (3.0) (6.2) (1.1) (2.4) (2.7) (4.8) (66.7) (1.9) (8.2)

20 10 4 6 11 9 4 13 3

900 - 909 (3.8) (7.4) (2.9) (2.4) (3.7) (5.5) (66.7) (3.0) (8.2)

20 10 4 6 11 9 4 13 3

910 - 919 (3.8) (7.4) (2.9) (2.4) (3.7) (5.5) (66.7) (3.0) (8.2)

20 10 4 6 11 9 4 13 3

920 - 929 (3.8) (7.4) (2.9) (2.4) (3.7) (5.5) (66.7) (3.0) (8.2)

20 10 4 6 11 9 4 13 3

930 - 939 (3.8) (7.4) (2.9) (2.4) (3.7) (5.5) (66.7) (3.0) (8.2)

24 12 4 8 13 11 4 17 3

940 - 949 (4.6) (8.8) (2.9) (3.2) (4.4) (6.7) (66.7) (3.9) (8.2)

27 12 5 10 13 14 4 20 3

950 - 959 (5.2) (8.8) (3.8) (4.0) (4.4) (8.6) (66.7) (4.6) (8.2)

29 12 5 12 15 14 4 22 3

960 - 969 (5.6) (8.8) (3.8) (4.8) (5.1) (8.6) (66.7) (5.1) (8.2)

31 12 5 14 15 2 14 6 22 3

970 - 979 (6.0) (8.8) (3.8) (5.6) (5.1) (3.1) (8.6) (100.0) (5.1) (8.2)

34 13 7 14 18 2 14 25 3

980 - 989 (6.5) (10.0) (4.8) (5.6) (6.1) (3.1) (8.6) (5.8) (8.2)

38 15 9 14 20 2 17 26 5 2

990 - 999 (7.3) (11.2) (6.5) (5.6) (6.7) (3.1) (10.1) (6.1) (11.0) (3.4)

104 34 18 52 59 8 37 81 5 13

1000 - 1099 (19.9) (25.6) (12.6) (21.0) (20.0) (12.5) (22.5) (18.9) (11.0) (26.7)

196 47 53 96 138 14 44 163 8 19

1100 - 1199 (37.4) (35.3) (37.3) (38.7) (46.5) (21.9) (27.1) (38.1) (19.6) (40.0)

261 59 70 132 182 16 63 224 8 22

1200 - 1299 (49.8) (44.1) (49.1) (53.2) (61.4) (25.0) (38.4) (52.3) (19.6) (47.7)

310 72 86 152 205 24 81 262 12 29

1300 - 1399 (59.1) (54.0) (60.2) (61.3) (69.2) (37.5) (49.4) (61.2) (29.0) (62.5)

357 85 106 166 228 35 94 300 19 33

1400 - 1499 (68.1) (63.8) (74.3) (66.9) (76.9) (54.7) (57.5) (69.9) (44.3) (69.6)

524 134 143 248 296 64 164 429 42 47

1500 - (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

250,663 251,681 251,413 249,684 227,056 292,400 277,057 169,573 247,534 288,272 255,684
1,420 1,397 1,476 1,400 1,320 1,588 1,536 897 1,393 1,691 1,491
176 179 169 179 172 185 181 189 177 170 169
952 872 990 970 967 1,043 904 854 967 872 1,000
1,020 980 1,056 1,024 1,020 1,076 996 854 1,024 996 1,031
1,130 1,094 1,143 1,127 1,125 1,209 1,154 854 1,140 1,313 1,096
1,300 1,346 1,300 1,281 1,245 1,445 1,427 866 1,290 1,563 1,304
0.1697 0.2025 0.1376 0.1706 0.1396 0.1716 0.1972 0.0671 0.1581 0.1706 0.2335

【上段】 累積労働者数 【下段】 累積構成比

地域別 年齢別

（３手当を除く）

計

月 平 均 賃 金 額

四 分 位 偏 差 係 数

時間当り所定内賃金額
合計

規模別

時 間 当 平 均 賃 金 額
月一人当たり労働時間数

第 １ ・ ２ ０ 分 位 数
第 １ ・ １ ０ 分 位 数
第 １ ・ ４ 分 位 数
中 位 数



総括表（２）（産業・就業形態別の賃金額階級別、性別年齢別表）

03年 総括表（２） 889円 産業：船舶(明細13) 就業形態：一般+パート 産別適用除外除く

男性計 １７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上 女性計 １７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

524 468 6 389 34 39 56 40 8 8

円 2 2 2

- 849 (0.3) (0.3) (0.4)

4 4 2 2

850 - 859 (0.7) (0.8) (33.3) (0.4)

7 6 4 2 2 2

860 - 869 (1.4) (1.2) (66.7) (0.4) (2.9) (4.0)

16 9 4 5 7 3 3

870 - 879 (3.0) (2.0) (66.7) (1.3) (11.8) (7.8) (42.5)

16 9 4 5 7 3 3

880 - 889 (3.0) (2.0) (66.7) (1.3) (11.8) (7.8) (42.5)

16 9 4 5 7 3 3

890 - 899 (3.0) (2.0) (66.7) (1.3) (11.8) (7.8) (42.5)

20 12 4 8 8 4 3

900 - 909 (3.8) (2.6) (66.7) (2.1) (14.0) (10.8) (42.5)

20 12 4 8 8 4 3

910 - 919 (3.8) (2.6) (66.7) (2.1) (14.0) (10.8) (42.5)

20 12 4 8 8 4 3

920 - 929 (3.8) (2.6) (66.7) (2.1) (14.0) (10.8) (42.5)

20 12 4 8 8 4 3

930 - 939 (3.8) (2.6) (66.7) (2.1) (14.0) (10.8) (42.5)

24 14 4 10 10 6 3

940 - 949 (4.6) (3.1) (66.7) (2.7) (17.3) (15.5) (42.5)

27 14 4 10 13 9 3

950 - 959 (5.2) (3.1) (66.7) (2.7) (23.1) (23.5) (42.5)

29 16 4 12 13 9 3

960 - 969 (5.6) (3.5) (66.7) (3.2) (23.1) (23.5) (42.5)

31 18 6 12 13 9 3

970 - 979 (6.0) (3.9) (100.0) (3.2) (23.1) (23.5) (42.5)

34 20 14 14 11 3

980 - 989 (6.5) (4.3) (3.6) (25.7) (27.2) (42.5)

38 23 15 2 16 11 5

990 - 999 (7.3) (4.9) (3.9) (4.1) (27.9) (27.2) (57.2)

104 82 65 11 23 16 5 2

1,000 - 1,099 (19.9) (17.4) (16.7) (27.2) (40.8) (40.6) (57.2) (24.4)

196 167 142 4 15 29 21 5 3

1,100 - 1,199 (37.4) (35.6) (36.5) (10.6) (39.2) (52.8) (53.6) (57.2) (44.1)

261 226 197 4 19 35 27 5 3

1,200 - 1,299 (49.8) (48.2) (50.7) (10.6) (48.4) (62.6) (67.3) (57.2) (44.1)

310 271 233 8 24 39 29 5 5

1,300 - 1,399 (59.1) (57.9) (60.0) (22.3) (61.3) (69.6) (72.3) (57.2) (68.5)

357 315 269 13 28 42 31 6 5

1,400 - 1,499 (68.1) (67.2) (69.1) (36.8) (69.9) (75.8) (77.3) (75.5) (68.5)

524 468 389 34 39 56 40 8 8

1,500 - (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

250,663 255,835 169,573 250,768 314,549 268,071 207,180 216,039 178,390 191,621
1,420 1,435 897 1,407 1,797 1,477 1,297 1,257 1,245 1,559
176 178 189 178 176 182 159 172 147 103
952 1,000 854 1,010 1,130 1,031 870 870 870 1,000
1,020 1,040 854 1,043 1,130 1,034 872 904 870 1,000
1,130 1,143 854 1,143 1,404 1,096 980 980 872 1,154
1,300 1,319 866 1,299 1,667 1,330 1,167 1,167 996 1,304
0.1697 0.1636 0.0671 0.1629 0.1326 0.1533 0.1970 0.1956 0.2851 0.2973

【上段】 累積労働者数 【下段】 累積構成比

時間当り所定内賃金額
合計

男 女

（３手当を除く）

計

月 平 均 賃 金 額
時 間 当 平 均 賃 金 額
月一人当たり労働時間数

第 １ ・ ２ ０ 分 位 数
第 １ ・ １ ０ 分 位 数
第 １ ・ ４ 分 位 数
中 位 数
四 分 位 偏 差 係 数



地域の区分

道央地区

道南地区

道東地区

道北地区


